
別表（第４条関係） 

 

 補 助 対 象 者  補助 事 業  補 助 対 象 経 費  補助 率及び補 助限度額  申請 期限  

１

市 内 事 業 者 で あ っ て 、
補 助 事 業 の 実 施 後 に 次
に 掲 げ る 事 項 を 全 て 実
施 す る こ と 。  
(1) 小 樽 ジ ョ ブ ナ ビへ

企 業 情 報 を 掲 載  
(2) 親 子 企 業 見 学 会へ

の 協 力  
(3) 地 域 企 業 魅 力 発信

支 援 事 業 へ の 協 力  

工場見学 を実施する た

めに行う 施設の整備 及

び工場見 学に必要な 備

品の購入  

・見学 者 の 通 路確 保 及 び安 全 対 策 のため の施

設（ 見学者用通 路 、防 護 柵 、 手 す り、 作業場

と通路 の 境 界 線、 ス ロ ープ そ の 他 市長が 必要

と認め た も の ） の新設 、改 修 又 は 改装に 要す

る工事費 用  

・見学 者 用 の 安全 装 備 （ヘ ル メ ッ ト等） 並び

に説明 用 の 備 品及 び 消 耗 品 （ 案内用拡声 器、

トランシ ーバー等 ） の購 入費用  

補助率：  
補助対象 経費の２分 の１
以 内 の 額  
（ 1,000円未満切捨て ） 

 

補助限度額： 

500,000円 

※ 補助対象経費が
200,000円未満の場合は
対象外とする 

令和 8年 12月

28日 (月 )ま で  

※ 補助 事業

の着 手前  

２

市 内 事 業 者 で あ っ て 、
補 助 事 業 の 実 施 後 に 次
に 掲 げ る 事 項 を 全 て 実
施 す る こ と 。  
(1) 小 樽 ジ ョ ブ ナ ビへ

企 業 情 報 を 掲 載  
(2) 地 域 企 業 魅 力 発信

支 援 事 業 へ の 協 力  

企業認知 度向上を目 的

とした企 業 PR動画の 制

作  

・企業 PR動 画 の制 作 費 用で あ っ て 、実績 報告

時に小 樽 ジ ョ ブナ ビ へ の掲 載 を 含 めた使 用実

績が報告 できる もの  

補助 の対 象 外 と な る 経 費  

(1) 見 積り に要 す る 費用  

(2) 消 費税 及び 地 方 消費税  

(3) 設 備の 購入 に 係 る保証 料  

(4) 補 助対 象設 備 の 導入に 伴い、 自 ら 行 う 据 付け運 搬 や自 社 製品 又は自 社が販 売 し ている 設備を自 ら 購 入する 費用  

(5) 親 会社 、子 会 社 及びグ ループ 企 業 等 関 連 会社（ 自 社と 資 本関 係のあ る会社 、 役 員等又 は社員を 兼 任 してい る会社 、 代 表者の 三親等以 内

の 親 族が経 営する 会 社等 ）と の 取引に 要 す る 経 費  

(6) 汎 用性 の高 い 電 子機器 等（タ ブ レ ッ ト 、 PC等 ）  


